
 

 

 

○ 環 境 省 令 第    号  
浄 化 槽 法 （ 昭 和 五 十 八 年 法 律 第 四 十 三 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 環 境 省 関 係 浄 化 槽 法 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 八 年   月    日  

環 境 大 臣  石 原  宏 高  

環 境 省 関 係 浄 化 槽 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

環 境 省 関 係 浄 化 槽 法 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 九 年 厚 生 省 令 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  

改       正       後  改       正       前  

（ 免 状 の 申 請 手 続 ） 

第 十 五 条  法 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 浄 化 槽 管 理 士 免 状 （ 以

下 「 免 状 」 と い う 。 ） の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 様 式 第 二 号

に よ る 申 請 者 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 こ れ を 環 境 大 臣 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 

（ 免 状 の 申 請 手 続 ） 

第 十 五 条  法 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 浄 化 槽 管 理 士 免 状 （ 以

下 「 免 状 」 と い う 。 ） の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 様 式 第 二 号

に よ る 申 請 者 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 こ れ を 環 境 大 臣 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 



 

 

 

一 戸 籍 の 謄 本 若 し く は 抄 本 若 し く は 本 籍 （ 日 本 の 国 籍 を 有 し な

い 者 に あ つ て は 、 そ の 国 籍 等 （ 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 四 十 二 年

法 律 第 八 十 一 号 ） 第 三 十 条 の 四 十 五 に 規 定 す る 国 籍 等 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） の 記 載 の あ る 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ ら に 代 わ

る 書 面 

二 ・ 三 （ 略 ） 

 

第 十 八 条  免 状 の 交 付 を 受 け て い る 者 は 、 免 状 の 記 載 事 項 に 変 更 を

生 じ た と き は 、 免 状 に 戸 籍 の 謄 本 若 し く は 抄 本 若 し く は 本 籍 （ 日

本 の 国 籍 を 有 し な い 者 に あ つ て は 、 そ の 国 籍 等 ） の 記 載 の あ る 住

民 票 の 写 し 又 は こ れ ら に 代 わ る 書 面 を 添 え て 、 環 境 大 臣 に 免 状 の

書 換 え を 申 請 す る こ と が で き る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 戸 籍 の 謄 本 若 し く は 抄 本 若 し く は 本 籍 の 記 載 の あ る 住 民 票 の

写 し 又 は こ れ ら に 代 わ る 書 面 

 

 

 

二 ・ 三 （ 略 ） 

 

第 十 八 条  免 状 の 交 付 を 受 け て い る 者 は 、 免 状 の 記 載 事 項 に 変 更 を

生 じ た と き は 、 免 状 に 戸 籍 の 謄 本 若 し く は 抄 本 若 し く は 本 籍 の 記

載 の あ る 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ ら に 代 わ る 書 面 を 添 え て 、 環 境 大

臣 に 免 状 の 書 換 え を 申 請 す る こ と が で き る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   



 

 

  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

   附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に あ る こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 様 式 （ 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ）

に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み な す 。  

３  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 取 り 繕 っ て 使 用 す

る こ と が で き る 。  


